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1870年頃のベルリン劇場事情
－『米欧回覧実記』の記述に触れて－

井戸田総一郎

岩倉使節団がパリ滞在の後，プリュッセル，ハークを経て，ベルリンに

到着したのは1873年 3 月 9 日のことであった。同月 28 日までの短い滞在期

間に，使節団はベルリンの諸機関，諸施設を精力的に見て回り，視察の成

果は久米邦武によって編まれた『米欧回覧実記』の第57巻「伯林府総説」

から第60巻までの「伯林府ノ記」の「上J 「中J 「下・附ポツダム」に記載

されている。「伯林府総説」のなかの次の報告は， 1870年代初めのベルリン

の劇場の雰囲気を伝える資料として興味深いものである一

「府ノ四辺ニ，多ク遊苑ヲ修ム，必ス麦酒醸造ノ家ヲ設ク，都人男女ノ来

遊スルモノ，庭上ニ羅坐シ，一小案ヲ対シテ，麦酒ヲ酌ミ，畷飲一頓，

以テ快ヲトル，演劇場ノ内ニモ，男女酒ヲ飲ムヲ厭ハス，英米ノ風ト，

頓ニ面目ヲ異ニス」 1)

この記述はもともと，プロイセンに「飲酒ノ盛ニ流行」している様子を伝

える事例として書かれたものだが，ベルリンの当時の地図を広げてみると，
ブラウエライ

都市中心部の周辺に「遊苑」が点在し，それに隣接するように Brauerei （ビ
アウスシャンクスロカール

ール醸造所）が確認できる。醸造所には Ausschankslokal といわれる庭園

付きの居酒屋が常設きれていた。「伯林府総説」の記述で興味深いのは，「男

女酒ヲ飲ムヲ」厭わない「演劇場ノ内」の風習に触れて，これを「英米ノ

風ト，頓ニ面白ヲ」異にするベルリン独特の現象として捉え，居酒屋と劇

場を同列に並べて描写している点である。

こうした現象が生まれる背景に， 1869年 6 月 21 日の営業法改正によって
グヴェルペフライハイト

導入きれた Gewerbefreiheit がある。『米欧回覧実記』で「工商ノ自由j と
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訳されているこの新しい制度は，経済のあらゆる分野から，特権などの「封

建ノ余習ヲ除キJ，自由な競争原理を導入するものであった。この制度の導

入がベルリンの発展に寄与し，経済ばかりでなく，人々の内面にも深い影

響を及ぼしている点を，『米欧回覧実記』は次のように記述している一

「伯林繁華ノ進ミ，一千八百年ノ比マテハ，猶ー小都会ナリシヲ，同五十

年ニハ四十二万四千口ヲ有シ，又二十年ニテ，今ハ其倍数ニ及へリ，是

ハ近年欧州封建ノ余習ヲ除キ，工商ノ自由ヲ寛ニセシヨリ，営業ヲ競ヒ，

製鉄器械ヲ興シテ，便利ノ具，滋美ノ味ヲ製シテ，人民ノ噌欲ニ投シ，

者イ多ノ度ハ，年ヲ遂テ増長スルコト，奔馬ノ制スベカラサルカ如ク」2)

岩倉使節団は，「工商ノ自由」がベルリンの急速な発展に不可欠な要因であ

ったことを認識しながらも，ベルリン「人民」に見られる「奪修ノ度」の

「奔馬ノ制スベカラサルカ知J き「増長J に驚いている。「工商ノ自由」は，

劇場経営にも適用され，その結果，ベルリンの劇場をめぐる環境は一変し，

使節団によって目撃されたような，「演劇場ノ内」で「男女酒ヲ飲ムヲ」厭

わない独特な現象が発生する事態となるのである。

営業法改正前の劇場制限

「工商ノ自由」3）は，ベルリンのそれまでの劇場制限を変更することによ

って，劇場環境を変えていく。では，営業法改正以前の劇場制限の制度と

はどのようなものであったのであろうか。

ベルリンには 2 つの宮廷国民劇場があり，それ以外の劇場は個人あるい

は団体によって経営きれる商業劇場であった。商業劇場を興行するには，

警察当局の許認可が必要で、あった（一方，宮廷国民劇場は許認可を免除さ

れていた）。当時の許認可をめぐる具体的な文書をあげながら，劇場制限の

制度及び実態をみてみよう。

(1）当局は，認可申請のあった演劇興行について，需要の有無を審査の対

象にした。その際，需要があるかどうかの判断の基準は当局に任きれてお

り，劇場認可は当局の恋意に委ねられていた。たとえば，飲食店経営者ア

一ドルフ・カルボの申請は，次のように却下きれている－「今月 17 日の興
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行について，カスターニエン通り 6 ～ 8 番の貴下の店で演劇公演を催すた

めの認可申請は，劇場増設の需要がベルリンに存在しない故，考慮、に価し

ない旨通達します」。 4> (1867年 2 月 13 日，警察文書）劇場増設の需要が存在し

ないという，当局の判断の客観的根拠は提示きれなかった。営業法改正以

前，ベルリンには 7 つの商業劇場しか認可されていないが，当局は上記の

例のように需要の有無を認可基準にすることで，劇場数及ぴ劇場立地を操

作可能なものにしていたのである。

先に引用したカルボ、の店では，演劇興行は禁じられていたが，一種の歌

謡・寄席興行は認められていた。その際，登場人物の数は厳しくチェック

きれ（普通は 2 名に限定），舞台用衣装は禁じられ，通常の服装での上演が

義務づけられていた。歌謡・寄席興行を行なう料理店にはフランス語の概
カフェ・シャンタン

念 cafe-chantant がよく用いられていた。

(2）公認の商業劇場に対しても，そこで上演できる作品のジャンルに制限

が加えられていた。この制限措置は，宮廷国民劇場を商業劇場との競争か

ら守るためのものであった。たとえば，演劇興行主力ルリ・カレンバッハ

にたいする次の文書にジャンル制限の実態を見ることができる－「演劇興

行主力ルリ・カレンバッハに， 1860年 7 月 1 日から 1861年同日までの期間，

ハレ門外の土地“ヨハネスティシュ”にヴォドヴィール小劇場を設立するこ

とを許可する。／この劇場での上演から，悲劇，大オペラ，バレーは除外さ

れねばならない。レパートリーとしては，シャウシュビールヘ喜劇，笑劇，

喜歌劇，オペレッタのみが許きれる J0 6) (1860年 6 月 4 日警察文書）悲劇，大

オペラ，バレーは，宮廷国民劇場のみが上演できる特権的ジャンルであっ

た。

宮廷国民劇場は特権的ジャンル以外の他のジャンルもレパートリーに加

えることができた。商業劇場は，認められているジャンルに属する作品の

なかで，宮廷国民劇場でよく上演されるものを，一定期間の間，レパート

リーに加えることができなかった。レパートリー構成に関わるこうした制

限は，宮廷国民劇場と商業劇場を差異化する制度上の構造のひとつである。

(3)1848年の革命以後，プロイセン憲法は27条と 29条において，出版・表
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現・集会の自由を認め，検閲を原則的に禁じていた。しかし劇場について

は，「観客に強力で直接的な影響を及ぼし，他の知何なる芸術とも比較でき

ない」7）といった理由で，各都市の警察条例の形で検閲が導入された。ベル

リンでは， 1851年 7 月 10 日警視総監ヒンケルダイによって劇場条例が制定

きれ，その枠組の中で劇場検閲が導入された。この劇場検閲は事前検閲を

前提とするものであった。それによると，上演予定作品のテキストは上演

前に警察に 2 部提出きれねばならない。検閲終了後，テキストのうちの 1

部は興行主に戻きれ， 1 部は警察に保持される。上演は警察官立会のもと

でのみ行なうことができ，検閲済みのテキストからの逸脱がないか監視さ

れた。こうした一連の過程で違反が生じた場合，罰金刑はもとより，興行

権剥奪ということもありえた。

以上のように，「工商ノ自由」の導入以前は，演劇興行の需要の有無，ジ

ャンル制限そして検閲という制度上の規定を用いて劇場制限が加えられて

いたのである。需要の有無は，需要がないと判定きれれば，劇場はそもそ

も開設できないのであるから，劇場のハード面の存在に関わるものである

といえる。一方，上演作品のジャンル制限は，劇場のレパートリーという

ソフト面にたいする干渉であり，検閲はさらに上演作品の内容にまで入り

込んで制限しようとするものである。このようにハード・ソフト両面にわ

たる制度的規定を駆使して，劇場に法的制限の措置がとられていた。

劇場の自由化

「工商ノ自由Jの制定は，劇場をめぐるこうした環境を一変させる結果に

なる。 1869年に改められた営業法第32条の劇場認可に関する規定は，次の

ように定めている－

「演劇興行主は営業に際して認可を必要とする。当該の営業に関して，申

請者に信用できない事実が存しない限り，認可は与えられる。／劇場での

上演を一定のジャンルに制限することは，認められないJ。 8)

この条文は 2 段落からなっている。まず前段の所で，認可の際の審査項目

に劇場開設の需要の有無が含まれていない点に注目してほしい。この背景
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には，劇場は本来，文化・芸術の国民的施設であり，飲食店などのように

需要の有無で開設を左右きれるべきものではない，という考え方があるの

である。ともかく，需要の有無の削除によって，これまで歌謡・寄席興行

しか認められていなかった cafe-chantant の劇場認可申請に道が聞かれた

のである。条文によれば，演劇興行の営業に関する申請者の信用性が審査

基準にあげられているが，その内容は不明確で、あり，実際の運用上も形式

的な書類審査にとどまった。立法に関する当時の議事録を見ると，市場の

自由な力学にすべてを委ねるべき，という論調が優勢であり，劇場につい

ても競争の原則が適用きれるべきだと主張きれた－「当該の劇場興行主に

信用にたるところがなく，ひどい出し物が舞台にかけられていれば，観客

はそうした劇場には行かなくなるものだ。こうした芝居に20銀貨も’ひっか

かって’だしてしまった人は，まったく運が悪いのである。一般的には，信

用がおけて，芸術を理解する劇場興行主だけが，競争の中で生き延びれる

のだJ。 9）しかし，観客の趣味にたいするこつした楽天的な見方は，後に見る

ように，期待されているほどの効果をあげなかった。とはいえ，自由競争

推進の思潮のなかで， cafe-chantant の劇場認可申請は営業法改正後には

積極的に受理されたのである。

営業法第32条の後段では，上演作品のジャンルについての宮廷国民劇場

の特権が廃止された。商業劇場ても，悲劇，オペラそしてバレーの上演が

可能となったのである。こうした競争原理の導入によって，「宮廷劇場の側

に，これまでの業績をさらに一層高いものにしていく意欲が生まれ，また

一方，他の劇場の側には，低次元なものから高度な芸術へと高まろうとす

る意欲が呼び覚まされる」10）ことが期待きれていた。宮廷国民劇場は，依然

として営業法による認可を必要としないのであるから，商業劇場をそれと

同じレベルで論じることはできない。しかし，商業劇場にジャンル上の制

限がなくなったことは，娯楽ばかりでなく，文化・芸術の施設としての劇

場に商業劇場が積極的に参与する道が聞かれたことを意味している。 1880

年代以降のア一ドルフ・ラロージェのドイツ劇場，オスカ・ブルーメンタ

ールのレッシング劇場などの試みの背後に，こうした制度上の変更もある

(131) 



点は注目すべきである。

営業法第32条に基づく，劇場開設に関する需要問題の廃止，ジャンル制

限撤廃によって劇場の自由化が押し進められたものの， 1851年に警察条例

（劇場条例）の形で導入された検閲は廃止されなかった。当時発行きれた劇

場認可証書には，この警察条例はベルリンにおいて「規範」である旨が明

記されている。ヒンケルダイの検閲規定が廃止されるのは，第一次大戦後，

ヴァイマル共和制下の1919年のことである。

劇場概念の拡大と暖昧化

劇場の自由化が導入された1869年に，『ベルリン小劇場案内－あるいは，

4 時間で14の喜劇とオペラ 1 つを見る技法』というエッセイが刊行きれて

いる。意表をついたこの副題だけからも，ベルリンにかなりの数の小劇場

が出現したことが想像できょう。まずエッセイの冒頭で，新しい小劇場の

特徴が宮廷劇場との対比のなかで次のように描かれているー

「宮廷オペラ座や宮廷劇場のような大劇場に入ると，まず最初に，オペラ

グラスを手にとり，白手袋のはずれたボタンを直し，次に（男性であれ

ば）蝶ネクタイをそれらしい仕草で整え，（女性であれば）ショールをき

りげなく肩の後ろに流す。そして，ロルネット越しに相手を見たり，あ

るいは相手から見られたりする（見ることと見られることは，双方から

同時に起きるのだ）。／小劇場の一つに足を踏み入れるや，まず最初にや

はりグラスをとることから始まるが，グラスとはいってもここではビー

ルグラスなのだ。 2 番目は煙草だ。小劇場ではもう男女の区別はない。

ビールを飲むことはベルリンではすでに学習済み。煙草についても， じ

きに慣れるだろう。小劇場はそのために最適な学校である」。 11)

このエッセイで紹介されている小劇場とは，アカデミー劇場，サロン・ロ

ーヤル劇場，ヴアルハラ民衆劇場， トーンハレン劇場，ベル・アリアンス

劇場のことである。これらの劇場は数日前までは cafe-chantant やレスト

ラン，集会所であったところである。たとえば，アカデミー劇場について

は次のように紹介きれている－「新しい秩序（工商ノ自由のこと－著者注）
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はベルリンを世界都市にし，家賃を倍にし， ミルク入りパンの大きさを半

分にした。この新しい秩序が導入されてから， リュッツォ通りのリンゴ酒

と白ビールの居酒屋にアカデミー劇場も生まれた。このあたりは 6 年前は

まだリュッツォ小路通りと言われていて，砂深くて歩きにくい所であっ

た」。 12）エッセイの著者は，ポツダム通りの近辺から，ライブツィヒ広場を経

て，シャルロッテン通り，そしてフリードリヒ通りを北に向かつてトーン

ハレン劇場を見て，最後にこの通りを一気に南下して，ハレ門外のベル・

アリアンス劇場で一夜の観劇を終えたとしている。全体で六キロを優に越

える距離であるから，芝居を見ながら四時間で歩ききるには，劇場の雰囲

気だけを味わうほかにはなかったであろう。著者がここでむしろ強調した

いのは，「我々はついに自分たちの芸術の殿堂を持つことができた」13）とい

う点である。これまで劇場がほとんど存在しなかったベルリン南西部に，

突然，複数の劇場が出現した。それらは，近辺の住民たちとって，「一種の

学校であり，そこでは封建的な強制が廃止されて以来，有益なことを快適

に学ぶことができるのだ」14）と，言われている。

アカデミー劇場のように事態が進展していれば，「低次元なものから高度

な芸術へと高まろうとする意欲J を商業劇場のなかに呼び起こそうとする，

営業法第32条導入の意図の一部は実現されたかもしれない。しかし，そう

した方向に事態は展開していかなかった。多くの cafe-chantant やレスト

ランなどが次々と劇場になり，それは相互の競争をあおるばかりか，芝居

などの出し物のない店は人気がなくなったために，そうした店を劇場申請

にかりたてていった。風刺雑誌として当時よく読まれた『クラデラダーチ

ュ』に，劇場の自由化についての書簡体の記事が1869年10月 17 日に掲載さ

れている。宛先は雑誌編集長，送り手は居酒屋の主人ボーネカムプという

ことになっている－「あなた様が以前当店にいらして下きった時のご好意

に甘えて，当店の営業がかんばしくない件につきまして，お願いをいたし

たく一筆とらせて頂きました。当店のお客は日を追って少なくなっていま

す。と申しますのも，この日曜日にベルリンの劇場はすで、に23にもなり，

その内の17の劇場のチラシを見ますと，片面が舞台の出し物，もう片方は
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飲食のメニューという具合で，このままではうちはもう長くはやっていけ

ません。こうした劇場は，ソーダ水を売る低級な店のなかで喜劇をやろう

しているのです。そつした訳で，昨晩も店に来た一人の客が白ビールの小

瓶を注文してから，『いったい何があるんだ？ j と聞くものですから，私は

てっきり食べ物のことだと思って，『ザウアーブラーテンと団子はいかが

で／』と答えました。客は，『そうではない，今夜この店で何が演られるか，

聞きたいんだj, と言うので，『羊の頭もできますし，あるいはクラップブ

リアスとか66 とか，時々ホイストもやったりしますJ と答えますと，客は，

『ばかだな，トランプのことじゃない。何が演じられるか，聞きたいんだJ

と，また聞いてきました。『出し物は私の店ではまだないんでかす』と言うと，

『へー，そうかいJ と客は帽子を取って，消えてしまいましたj。 15）この店の

主人は腹が立って，一晩中寝られず，ついに自分の店にも舞台を設営する

ことを決める。この書簡はきらに主人のアイデアに話題が進んでいくが，

それは，俳優に「自分のボーイや見習い」を使い，場合によっては観客も

俳優にしてしまって，しかも作品は自分で作る， といったものになってい

く。『クラデラダーチュ』は，劇場の自由化が競争を激化きせ，安易な企画

も劇場として認可してしまうことを風刺している。劇場と cafe-chantant 

の聞には，ジャンルなどの点ではっきりと境界が引かれていたことは，す

でに述べた。劇場の自由化によって，この境界がなくなり，劇場という概

念が際限なく拡大きれ，唆昧なものになっていくのである。

『クラデラダーチュ』は1869年10月の段階で新しいタイプの劇場の数を 17

としているが，警察の当時の統計によれば， 69年から 72年にかけて毎年20

を超える劇場の新設が認可きれているのである。もちろん，そのなかのほ

とんどの劇場は 1 年も維持きれずに，数カ月で消えていったので，この聞

のある時点をとって，ベルリンの劇場数を正確に把握することはできない。

またベルリンの警察も，認可証取り消しの制度が確立していなかったので，

開店休業になった劇場についての情報を得る術を持っていない。劇場乱立

時代に発行きれた認可証の取り消しが正式に議論きれるようになるのは，

ょうやく 1890年代に入ってからのことである。
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きてここで，初めに触れた『米欧回覧実記』におけるベルリンの劇場に

関する記述に戻ってみよう。岩倉使節団がベルリンに滞在したのは， 1873

年 3 月であるから， 1871年の対仏戦争の勝利による好景気が恐慌状態に転

ずる（ 5 月ヴィーン取引所暴落）直前の時期であり，また12月に劇場認可

制限が再ぴ始まる前の段階である。ベルリンを語っている一連の概念，つ

まり「営業ヲ競ウJ，「製鉄器械ヲ興ス」，「便利ノ具，滋味ノ味ヲ制ス」，「噌

欲」，「奪磨淫イ多ノ増長」等の概念は，使節団が69年の「工商ノ自由」導入

以来の展開の欄熟した状況を見ていたことを，如実に語っているといって

も過言でない。使節団はベルリンの町を歩乞劇場と名乗っている居酒屋

やレストランを多く目にしたはずで、ある。このことは，「演劇場ノ内ニモ，

男女酒ヲ飲ムヲ厭ハス，英米ノ風ト，頓ニ面目ヲ異ニス」という驚きの表

現のなかに端的に現われている。「男女酒ヲ飲ムヲ厭ハス」の劇場の風習に

ついての表現は，「小劇場ではもう男女の区別はない。ビールを飲むことは

ベルリンではすでに学習済み。煙草についても， じきに慣れるだろう。小

劇場はそのために最適な学校である」という，前に引用した同時代のドイ

ツ語のテキストに裏打ちされている。『米欧回覧実記』における劇場記述は，

ごく短い記録であるとはいえ，外国人の目から見たすぐれた観察例として

特筆すべきものであり，ベルリン劇場史の再構成にとって一級の資料的価

値を有しているといえよう。

劇場認可制限の再開

劇場の自由化によって興行の競争は一層過熱し，観客を動員するために，

演劇興3行主は狼襲で刺激的な出し物をもとめて奔走した。こうした興行が

こともあろうに「公認の劇場」で，営業法に則って行なわれるという異常

事態を招来することになった。 1873年12月 10 日のベルリン警察の劇場認可

に関する『通達』によると， 69年の営業法改正に伴う劇場の自由化が，「悪

しき状況Jを生むに至り，「その除去は，芸術及び公序良俗の観点から緊急

に必要で、ある J16l と厳しく警告している。『通達jの第 1 項目では， 1851年の

警察条例第 6 条の内容に言及して，その適用の幅を限定しようとしている
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一「上記の警察条例は，王立劇場および公認の劇場における上演を，飲食

店における上演と明確に区別している。前者には，個々の上演に際して認

可を申請する必要のない旨の緩和された規定が適用きれているが，この規

定は今後，実際の劇場にのみ用いられるべきである J。 17）警察条例第 6 条の

主旨は，王立劇場と公認の劇場について，上演が通常の施設で行なわれる

ばあい，個々の上演の際の義務，つまり入場料および上演場所の届け出義

務を免除する， というものである。劇場の自由化によって劇場概念が際限

なく拡大し，「公認の劇場」という法的規定のなかに，警察当局も正確に把

握できないほどの劇場が含まれることになった。こうした状況のなかで『通

達』は，入場料及び上演場所の届け出義務免除を，「公認の劇場」のなかの

「実際の劇場（wirkliche Theater）」に限定しようとしているのである。

それでは，「実際の劇場J という概念から何が想定きれるのであろうか。

『通達J には，続けて次のように記載きれている－「今後，演劇認可権の

所有者が常設劇場を設立しようとするばあい，当該の施設が設備面に関し

て，実際の劇場の要請を満たしているか調査きれ，しかもその調査は，可

能な限り厳格に遂行きれねばならない。技術面の調査は，火災管理局の協

力を得て，警察第 3 部門によって行なわれ，許認可は警察第 1 部門によっ

て交付される。交付に際しては，警察第 1 部門は警察条例第 7 条に従って

立てられる条件を明示すべきである」。 lB)1851年の警察条例第 7 条では，警

察は「安全・風紀・保安・営業jl9）の面で，認可に際して当該劇場に特別の

条件を付与できる旨が規定きれている。「実際の劇場」とは，『通達J の文

面からして，これらの条件のうち特に劇場の安全面に関わる概念であり，

火災にたいする防災設備などを含めた劇場全体の施設に関係しているので

ある。

1873年の『通達』の中ではさらに，ベルリンの劇場数と需要のバランス

からみて，今後の認可はごく例外的な場合にのみ認められるべきだ， とい

う判断が下きれている。「レストランに多くの客を呼び込むだけのための興

行，また実際の劇場の設備を整えるのに必要な経費を得るための興行は」，

認可を拒否すべきだと言われている。但し，認可を拒否する場合に，「需要

(136) 



の有無を理由とせずに，設備面の不備を理由にj 行なうべきとされてい

る 0 20）「需要の有無を理由とせず」という表現の背景には，劇場は文化・芸

術の国民的施設であり，需要の有無に左右されるべきでないという批判に

たいする配慮が働いていることを見逃してはならない。こうして「実際の

劇場j という概念は，劇場認可申請を拒否するための制度上の規定に組み

込まれることになるのである。

1869年の「工商ノ自由」導入以来，毎年20を越える劇場認可がだされて

いたが，この『通達』以後，認可数は激減することになる。 1873年の時点

では，「実際の劇場」の概念は，劇場乱立とそれによる風紀の乱れを防止す

るために，とりあえずの緊急措置として導入きれた。しかし，「実際の劇場」

をどのように定義するか，あるいはその内容をどのように肉付けしていく

かは，劇場火災の防止や衛生が大きな社会問題になるにつれて，ますます

重要度を増し， 1870年代の終わりから 1880年代にかけて，劇場をめぐる中

心テーマに展開していくことになる。この事実は結果として，劇場認可に

たいする厳しい制限として現われてくる。ベルリンでは， 1877年に大フラ

ンクフルト通りにオストエント劇場の開設が許可きれて以来， 1870年代に

劇場の新設は見られない。この制限は， 1884年にベルリン旧市街にブタペ

スト劇場の開設が認められるまで続くのである。

ところで， 1873年の劇場認可制限の再開という文脈で興味深い一文を，

『米欧回覧実記』に見ることができる一「淫風ノ年々ニ盛ンナルハ，政治

家モ実ニ費頬シ，其制防ノ良法ヲ，宇内各国ニ廉訪シ，我寛永年間ニ，江

戸ノ吉原ヲ設ケシ規制ヲ賞嘆シ，其意ニ倣ヒ，適宜法ヲ設ケンコトヲ議セ

シコトアリト J。 21）「淫風ノ年々ニ盛ンナル」という状況は，ティンゲルタン

ゲルと言われる，狼要で低俗な出し物と飲食を合体させた店の氾濫と関係

している。劇場の自由化以来，「公認の劇場」と認められているこうした店

で「淫風J が蔓延し，その「除去」が立法上の大きなテーマだったことは，

周知の通りである。使節団は，プロイセンの政府要人とのなんらかの会合

において，こうした風俗上の事例が話題にのぼった折，寛永の改革の倹約

令による吉原強制移転を「淫風」対策の一例としてあげたのである。これ
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に関連して，さらに天保年間に行なわれた江戸三座強制移転について言及

されたかどうかは，資料面では現在のところ確定できないが，使節団の報

告によれば，寛永年聞の措置についての話はフ。ロイセンの政府要人の関心

を大いに号｜いたようだ。しかし，江戸においては，劇場は風俗取締りの対

象にすぎなかったが，ベルリンでは，劇場は風紀上の問題であるとともに，

文化・芸術の国民的施設という概念との密接な連関のなかで議論されるべ

き対象である。当該の劇場が，「ソーダ水を売る低級な店のなかで喜劇をや

る」程度のものであっても，劇場という概念でくくられる限り，制度論的

には，文化・芸術の施設としての劇場という概念と同じレベルで議論され

ねばならない。この点が，ベルリンにおいて，劇場にたいする制度上の規

定の執行回路を，入り組んだものにしているのである。

変貌するベルリン劇場地図

1870年代の前半期に，劇場にたいする制度的制限が新たな規定をともな

って始められるとはいえ， 69年に導入された「工商ノ自由」は，ベルリン

の劇場地図をまさに一変きせるものであった。ベルリンには劇場の自由化

以前， 2 つの宮廷国民劇場を除くと，僅か 7 つの商業劇場しか存在してい

なかった。北西部の工場街にヴォルタスドルフ劇場，北部の最貧街の近く

に郊外劇場，東部の労働者街にヴァルナ劇場，旧ベルリンの中心街近くに

ヴィクトリア劇場，南部のハレ門外にカレンバッハ・ヴァラェティ劇場，

シャリテーに近い学生街にフリードリッヒ・ヴイルへルム劇場，そして動

物公園内の有利な地にクロル劇場という配置であった。 2 つの宮廷国民劇

場から一定の距離を保ち，主に北，北西及び東に展開する形で，劇場が散
在していた。「工商ノ自由」の導入は，まず劇場数の点で，それまでの劇場

地図とまったく異なった相貌を生みだし，宮廷国民劇場と商業劇場との聞

の地理的距離についても，その意味を失わせてしまった。 1860年代前半に

ベルリンの市壁が撤去きれた後も，劇場の立地に対する旧市壁の制限的機

能は残存していたが，劇場の自由化によって，その影響力をついに失うこ

とになった。
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劇場の自由化は， 1869年の導入から数年に亙って毎年20を越える劇場の

新設ラッシュを呼び起こしたが，その内のほとんどは数カ月で廃業してい

った。こうした劇場の興行主は，劇場経営を飲食店経営と同じものと考え，

これほど多くの劇場が同時に存続できるものか，熟慮、しなかったのである。

しかし，ほとんどの新しい劇場がすぐに消えていったとはいえ，この時代

に生まれたいくつかの劇場立地は，その後のベルリン劇場史のなかで中核

的な役割を担っていくことになる。たとえば，ルイーゼン地区のドレース

デン通り，旧ヤーコプ通り，ハレ門外のベル・アリアンス通りなどは，ベ

ルリン南部の劇場の展開の素地を形成した。北部のビール醸造所に隣接し

ている，シェーンハウザ通り，ヴPァインベルク通りの屋外劇場は次の世紀

に入っても，根強い人気を博し続けた。郊外劇場のあるベルリン最貧街の

近くにもいくつか劇場が集まり，ベルリンの劇場街の一つになっていく。

東部のヴアルナ劇場周辺にも劇場が集まり，大フランクフルト通りのオス

トエント劇場とともに， 1890年代以降，ベルリンの民衆劇場街のメッカに

なる下絵は完成しつつあった。

1869年に制定された営業法第32条は，ベルリンの劇場史に大きな転換を

もたらした。営業法32条は，その後も重要な改変を施されて，ベルリンの

劇場の展開にその都度，決定的な影響を与え続けていくことになる。この

法律が廃止されたのは1934年 5 月 15 日であり，同じ日にドイツ国演劇法が

制定され，以後すべての演劇は国民啓発宣伝大臣ゲッベルスの指揮下に置

かれるのである。

（本研究はアレクサンダー・フォン・フンボルト財団及び慶応大学経済学部

研究教育資金の援助による研究成果の一部である。）
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